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青森県中南・西北地域雇用開発計画 

 

はじめに 

 

 青森県の雇用情勢は、中期的には改善しているものの全国との間には大きな開

きがあるなど依然として厳しい状況にあり、その中で中南・西北地域（５市７町

２村、以下「対象区域」という。）においては、雇用需要の絶対的不足は解消さ

れておらず、雇用開発の促進策を講じていく必要が生じている。  

 このため、「青森県中南・西北地域雇用開発計画」を策定し、これに沿って地

域雇用開発を図るための施策を関係機関と連携・協力しながら推進していくこと

とする。 

 

 

Ⅰ 雇用開発促進地域の区域 

 

 １ 雇用開発促進地域の区域 

 

 （１）対象区域 

 

  ① 弘前公共職業安定所管轄区域 

    弘前市、平川市、藤崎町、大鰐町、西目屋村、板柳町 

 

  ② 五所川原公共職業安定所管轄区域 

    五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 

 

  ③ 黒石公共職業安定所管轄区域のうち 

    黒石市、田舎館村 

 

 （２）対象区域の概況 

    対象区域は、弘前、五所川原及び黒石公共職業安定所の３つの管轄区域

からなり、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡２

町、中津軽郡１村、南津軽郡２町１村、北津軽郡３町で構成され、面積は

３，３５０．６８Ｋ㎡で、県全体の３４．７％を占めている。 

    対象区域の平成３０年度の一般有効求人倍率は、０．９８倍で全国平均

１．６２倍との格差が大きいなど雇用情勢は依然として厳しい状況が続い

ており、雇用機会の確保が喫緊の課題となっている。 
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２ 該当要件 

 

 （１）自然的経済的社会的条件からみた一体性の確保 

    対象区域は、青森県を縦走する奥羽山脈の西側の津軽平野一帯であり、

比較的平坦な地形に恵まれており、また、国道、県道、鉄道等により、県

内各地を結ぶ交通の結節点にも当たっている。鉄道では、ＪＲ奥羽本線、

五能線、私鉄弘南鉄道及び津軽鉄道などが、弘前市、黒石市、五所川原市、

平川市、つがる市など地域内主要都市を結んでいるとともに、東北新幹線

全線開業以来、首都圏とのアクセスが飛躍的に向上している。 

    道路では東北縦貫自動車道弘前線を始め、青森市を起点として弘前市を

経由して津軽地域を南北に結んでいる国道７号、津軽半島を結ぶ国道３３

９号、津軽地域を東西に貫く国道１０１号及び津軽地域と県南地方を結ぶ

国道１０２号・国道３９４号・国道４５４号並びに主要地方道が各地を結

んでいる。このため、主要地域間の移動時間は、弘前・五所川原間が自動

車で約４５分、弘前・黒石間は自動車で約３０分、弘前・鰺ヶ沢間はＪＲ

で約１時間であり、それぞれ通勤可能範囲となっており、区域内における

各市町村相互の連携が容易である。また、文化・教育・商業など高度な都

市機能を有する弘前市及び五所川原市を中心に商圏、通勤圏等が形成され

るなど、生活面及び経済活動面での一体性が確保されている。さらに、こ

の地域においては弘前市、五所川原市が中核都市として、近隣からの労働

力の受け皿となっているなど、区域内において労働市場圏を形成しており、

自然的経済的社会的条件からみて一体的な地域である。 

 

 （２）一般求職者数及び常用有効求人倍率 
 

  ① 対象区域の公共職業安定所管轄区域内全体の状況 

   ア 最近３年間（平成２８年度～平成３０年度）の月平均一般有効求職者

数の労働力人口に占める割合は３．６％であり、全国の同割合２．９％

以上となっている。 

                               （単位：人） 

 28年度 

月平均 

29年度 

月平均 

30年度 

月平均 

28～ 30年度 

月平均 

一般有効求職者数 8,772 8,127 7,914 8,271 

労働力人口に占める割合 3.8% 3.5% 3.5% 3.6% 

  

イ 最近３年間及び最近１年間の月平均常用有効求人倍率は、それぞれ０．

７９倍及び０．９０倍であり、いずれも全国平均に基づき定められた雇

用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．８６倍及び０．９５倍）以下

となっている。 
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                             （単位：人、倍） 

 28年度 

月平均 

29年度 

月平均 

30年度 

月平均 

28～ 30年度 

月平均 

常用有効求人数  44,402 50,433 52,008 48,948 

常用有効求職者数  67,645 61,586 57,762 62,331 

常用有効求人倍率 0.66 0.82 0.90 0.79 

 

  ② 弘前公共職業安定所管轄区域内の状況 

   ア 最近３年間（平成２８年度～平成３０年度）の月平均一般有効求職者

数の労働力人口に占める割合は３．７％であり、全国の同割合２．９％

以上となっている。 

   イ 最近３年間及び最近１年間の月平均常用有効求人倍率は、それぞれ０．

８６４倍及び０．９８倍であり、いずれも全国平均に基づき定められた

雇用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．８６０倍及び０．９５倍）

をわずかに上回っている。 

                             （単位：人、倍） 

 28年度 

月平均 

29年度 

月平均 

30年度 

月平均 

28～ 30年度 

月平均 

常用有効求人数  28,070 31,346 32,176 30,531 

常用有効求職者数  38,096 35,031 32,859 35,329 

常用有効求人倍率 0.74 0.89 0.98 0.864 

 

  ③ 五所川原公共職業安定所管轄区域内の状況 

   ア 最近３年間（平成２８年度～平成３０年度）の月平均一般有効求職者

数の労働力人口に占める割合は３．４％であり、全国の同割合２．９％

以上となっている。 

   イ 最近３年間及び最近１年間の月平均常用有効求人倍率は、それぞれ０．

６５倍及び０．７９倍であり、いずれも全国平均に基づき定められた雇

用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．８６倍及び０．９５倍）以下

となっている。                 

                             （単位：人、倍） 

 28年度 

月平均 

29年度 

月平均 

30年度 

月平均 

28～ 30年度 

月平均 

常用有効求人数  9,133 11,328 12,233 10,898 

常用有効求職者数  18,200 16,523 15,437 16,720 

常用有効求人倍率 0.50 0.69 0.79 0.65 
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④ 黒石公共職業安定所管轄区域内の状況 

   ア 最近３年間（平成２８年度～平成３０年度）の月平均一般有効求職者

数の労働力人口に占める割合は３．６％であり、全国の同割合２．９％

以上となっている。 

   イ 最近３年間及び最近１年間の月平均常用有効求人倍率は、それぞれ０．

７３倍及び０．８０倍であり、いずれも全国平均に基づき定められた雇

用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．８６倍及び０．９５倍）以下

となっている。 

                             （単位：人、倍） 

 28年度 

月平均 

29年度 

月平均 

30年度 

月平均 

28～ 30年度 

月平均 

常用有効求人数  7,199 7,759 7,599 7,519 

常用有効求職者数  11,349 10,032 9,466 10,282 

常用有効求人倍率 0.63 0.77 0.80 0.73 

 

 

Ⅱ 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

 １ 対象区域の雇用動向等 

  ① 人口 

    人口は、４２３，４２０人（平成２７年国勢調査）で、平成２２年と比

較して２５，７３９人（５．７％）の減少となっている。 

 

  ② 労働力人口 

    労働力人口は、２１９，２３１人（平成２７年国勢調査）で、平成２２

年と比較して１４，５３２人（６．２％）の減少となっている。  

    また、年齢別の雇用動向については、平成２７年国勢調査における１５

歳から６４歳までの労働力人口が、平成２２年国勢調査と比較して２０，

７６１人（１０．２％）減少し、６５歳以上の労働力人口は、６，２２９

人（２０．２％）増加している。 

                          （単位：人） 

 22年国勢調査 27年国勢調査 

15歳～64歳 202,987 182,226 

65歳以上 30,776 37,005 

計 233,763 219,231 

 

  ③ 就業者数 

    就業者数は、２０７，４６０人（平成２７年国勢調査）で、平成２２年

と比較して４，５９１人（２．２％）の減少となっている。 
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  ④ 就業構造 

    就業者の産業別割合は、平成２７年国勢調査では第１次産業１９．３％

（平成２２年２０．３％）、第２次産業１８．６％（平成２２年１８．７

％）、第３次産業５８．４％（平成２２年５８．５％）となっている。第

１次産業の割合が１．０ポイント、第２次産業及び第３次産業の割合がそ

れぞれ０．１ポイント減少している。  

 

  ⑤ 一般有効求人倍率の推移 

    一般有効求人倍率は、平成２８年度の０．８２倍から平成３０年度の０．

９８倍へと改善傾向にあるものの、全国平均１．６２倍との間には大きな

開きがある。 

                             （単位：人、倍） 

 28年度 29年度 30年度 

一般有効求人数 86,616 92,263 93,133 

一般有効求職者数 105,258 97,517 94,973 

一般有効求人倍率 0.82 0.95 0.98 

 

  ⑥ 離職者の動向 

    雇用保険被保険者（一般、短時間を含む）の喪失者数及び喪失原因は次

のとおりであり、平成３０年度と平成２８年度を比較すると、喪失者数は、

１５６人、１．１％増加している。  

    また、喪失原因別では、事業主都合による喪失が８０人減少し、その他

の喪失が２３６人増加している。 

                              （単位：人） 

 28年度 29年度 30年度  

 

 

事業主都合 1,255( 8.6％) 1,008( 7.3％) 1,175( 8.0％) 

その他    13,310(91.4％) 12,777(92.7％) 13,546(92.0％) 

計 14,565     13,785     14,721     
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Ⅲ 地域雇用開発の目標に関する事項 

 

 １ 地域雇用開発の目標 

 

   事業主への積極的な情報提供等を行うとともに、創造的な産業活動に対応

できる人材の確保・育成等を図り、対象区域内の雇用機会の創出を促進する

ことを目標とする。 

   具体的には、下記の地域雇用開発を促進するための方策と地域雇用開発助

成金の活用により年間１００人の雇用の創出を図る。 

 

Ⅳ 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

 

 １ 地域雇用開発の促進のための措置 

 

 （１）新たな雇用機会の開発の促進等に関する事項 

    地域未来投資促進法に基づく基本計画により地域経済牽引事業を推進

し、地域の新たな雇用の拡大に資する取組に対して援助を進める。 

    特に、対象区域に立地する企業等に対し、事業所の設置・整備に伴い地

域求職者等を雇用する事業主に対して支給される地域雇用開発助成金の活

用を促して、地域の雇用機会の拡大を図り、企業の誘致促進や地場産業の

育成につながるよう努める。 

 

 （２）職業能力開発の推進に関する事項 

    対象区域への企業の進出、地元企業の事業展開に必要とされる人材の育

成・確保を図るため、職業能力開発に対するニーズの把握に努めるととも

に、企業内での職業能力開発の促進を図る。また、公共職業訓練施設にお

いても、地域の訓練ニーズに即した効果的な訓練の実施や多様な職種に対

応した訓練コースの設定など職業能力開発の推進に努める。 

 

 （３）労働力需給の円滑なマッチングに関する事項 

    対象区域の雇用需要と労働力供給との円滑なマッチングが図られるよ

う、労働市場の状況、雇用に関する情報の積極的な提供を行う。また、事

業主に対し労働力の長期、安定的な雇用が推進されるよう指導・援助を行

うとともに、求職者に対しては公共職業安定所等を通じ、職業指導・相談

をきめ細やかに行うよう努める。 

    また、ＵＩＪターン希望者の動向の把握に努めるとともに、対象区域内

の企業情報の提供等を積極的に進めるなど、労働力需給の円滑なマッチン

グに努める。 
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 （４）各種支援措置の周知に関する事項 

    地域雇用開発を推進するために講じられている地域雇用開発助成金等の

ほか、県や市町村の条例等に基づく進出企業に対する土地購入資金への助

成や固定資産税の免税など各種支援措置について、関係機関の広報、県の

ホームページ等を活用して広く周知し、積極的な活用の促進に努める。 

 

 （５）地域雇用開発の効果的な推進に関する事項 

    地域雇用開発を効果的に推進するため、県、市町村、青森労働局、労使

団体、その他関係機関と的確な情報共有を図るとともに、対象区域の実情

に即した雇用開発の方向や具体的方策について検討を行うなど、地域雇用

開発の効果的な推進に努める。 

 

 ２ 地域雇用開発の促進に資する県の取組 

   これからの青森県づくりの基本的方向を提案し、各種施策を明らかにした

「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」を踏まえ、地域における経済

活動を牽引する事業の推進のほか、地域再生計画を活用した産業振興の促進

や産業人材の育成の取組を通して、地域雇用開発を促進していくものとする。 

 

 （１）地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業の推進 

    地域未来投資促進法に基づく青森県地域未来投資促進基本計画（計画期

間：計画同意の日～令和４年度末、同意月日：平成３０年３月２８日）が

策定されたことを踏まえ、地域特性を活用した以下の分野での地域経済牽

引事業を推進することにより、雇用機会の創出を促進する。  

    ① 青森県の基礎素材型産業や加工組立型産業等の集積を活用した成長

ものづくり分野  

      基礎素材型産業や加工組立型産業と、本県の食料品製造、情報、エ

ネルギーなどの各分野における既存の産業や新産業との連携を促進

し、県内ものづくり企業の基盤強化を図るとともに、地域経済牽引事

業として、非鉄金属等の基礎素材型産業や半導体、電子部品・デバイ

ス、業務用機械等の加工組立型産業などの成長ものづくり分野におけ

る設備投資などの積極的な事業活動を支援していく。  

 

    ② 青森県のりんご等豊富な特産品を活用したアグリ関連分野  

      本県の地域の特色を生かし、食品関連産業の更なる集積を図りなが

ら、県産農林水産物を活用した健康食品等の研究開発や加工技術の開

発などを進め、新技術・新産業の創出を支援するとともに、一次産品

の素材の良さを生かした高付加価値商品の開発や６次産業化により域

外の需要への対応を後押しすることとしている。  
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地域経済牽引事業として食料品、飲料・飼料等の製造や木材・木製

品の製造等及びその関連産業などのアグリ関連分野における設備投資

などの積極的な事業活動を支援していく。  

 

    ③ 青森県の医療機関や産業支援機関の知見を活用したライフ関連分野  

      本県の地域特性や特色ある地域資源、強みを最大限生かしながら、

ライフ関連産業の創出と集積による地域経済の成長促進に向けた政策

展開を一層強化し、ライフ関連産業を次世代における本県の経済成長

を牽引する重要な産業の柱として育成していくとともに、弘前市を促

進区域とする基本計画と調整を図りながら、地域経済牽引事業として

医療健康福祉関連機器や機能性食品、化粧品の製造・販売関連産業、

ヘルスケアサービスの創出に寄与するＩＴ関連産業や農・食、ツーリ

ズム関連産業などライフ関連分野における設備投資などの積極的な事

業活動を支援していく。  

 

    ④ 青森県の豊かな自然環境を活用した環境・エネルギー関連分野  

      本県では、平成２７年度に新たな「青森県エネルギー産業振興戦略」

を策定し、引き続き、豊富なエネルギーポテンシャルを地域の産業振

興につなげるため、地域の中で「人材」と「資金」、「資源」と「エ  

ネルギー」が効率的に循環する仕組みづくりに取組み、エネルギー関

連産業の集積や新産業の創出を促進しているところである。  

地域経済牽引事業として、風力・太陽光を始めとする再生可能エネ

ルギー関連産業やバイオマス資源等を活用する環境関連産業などの環

境・エネルギー関連分野における設備投資などの積極的な事業活動を

支援していく。  

 

    ⑤ 青森県の低コストで快適な立地環境を活用した情報・クリエイティ

ブ関連分野  

      社会の情報インフラを支えるとともに他産業への波及や新産業の創

造等を促進する産業として、本県産業全体の競争力強化に寄与するも

のであることから、第 4 次産業革命に対応した技術分野等の振興を推

進し、地域経済牽引事業として、ソフトウェア開発、情報処理、情報

通信、設計・デザイン、コールセンター及びＢＰＯセンターなどの情

報・クリエイティブ関連分野における設備投資などの積極的な事業活

動を支援していく。  
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⑥ 青森県の交通インフラを活用した物流関連分野 

「青森県ロジスティクス戦略」（ファーストステージ：平成

２６ 年度～平成３０年度 、セカンドステージ：平成３１年度～

令和５年度 ）を策定し、産業力強化や物流拠点化の取組を推進

するとともに、平成 ２９年度からは物流を軸とした産業・雇用

の創出に向け、県内ものづくり企業と物流事業者との連携によ

る 高 付 加 価 値 ビ ジ ネ ス の 実 現 に 向 け た 取 組 等 を 行 っ て い る と

ころである。  

引き続き、本県の産業を支える物流機能の強化を図る施策を

展開し、物流の高度化を進めながら、地域経済牽引事業として、

各種輸配送業、倉庫・こん包業、国際輸送業などの物流関連分

野における設備投資などの積極的な事業活動を支援していく。 

   

 （２）地域再生計画を活用した産業振興の促進 

    地域の資源や強みを知恵と工夫により最大限に活用しながら、個性ある

豊かな地域づくりを達成し、地域経済の活性化及び地域雇用の創出に取り

組む地域内の再生計画を活用した地域産業の振興や生活・経済基盤の整備

を進める。 

 

 （３）産業人材の育成の取組 

    職業能力開発施設や民間における訓練の実施、教育機関等との連携によ

る研究開発の推進、ベテラン人材が培ってきた技術の継承等、産学官一体

となった創造的な産業活動に対応できる産業人材の育成やＵＩＪターンの

推進による中核人材の確保を進めるとともに、若年者、中高年齢者、障害

者等の求職者への能力開発等の支援を通じて、その就職活動等の円滑化を

図り、安定就労を促進する。  

 

 

Ⅴ 計画期間に関する事項 

  厚生労働大臣の同意を得た日から３年間とする。  

 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県中南・西北地域雇用開発計画区域図  
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